
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　原稿を読み取る画像読取部と、該画像読取部近傍に設けられた操作部とを備える画像形
成装置であって、
　前記画像読取部 を検知する検知手段と、
　前記検知手段により が検知されると、前記操作部に
対する操作の少なくとも一部を無効にする制御手段と
　を設けたことを特徴とする画像形成装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、 予め
設定された時間にわたって、 無効にする
　ことを特徴とする請求項１記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記操作部に対する操作が無効となっている旨を操作者に知らせるための報知手段をさ
らに設けたことを特徴とする請求項１または２に記載の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像読取部への原稿の出し入れ時の動作における誤動作を防止する機能を備
えた画像形成装置に関する。
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のプラテンカバーの開閉状態
プラテンカバーの開状態にあること

前記プラテンカバーの開状態から閉状態への変化を検知してから
前記操作部に対する操作を



【背景技術】
【０００２】
　従来、コピーやＦＡＸの機能を備える画像形成装置では、原稿を読み取る際に、プラテ
ンカバーを開いて原稿を原稿台にセットした後、プラテンカバーを閉め、操作パネル上で
、読み取り枚数や、濃度などを設定した後、スタートボタンを押下して原稿の読み取りを
行っている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００１－０５１２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、従来技術では、プラテンカバーを開けて原稿をセットする際やセットし
た原稿を取り出す際に、誤って操作パネルやタッチパネルのボタンに触れてしまった場合
、ユーザの意図に関係なく、誤操作されたキーの動作に移行する。このため、作業の効率
性が悪く、また、誤動作により無駄に資源が使われてしまうという問題があった。
【０００４】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、その目的は、プラテンカバーを開けて原
稿を出し入れする際の誤動作を防止することができる画像形成装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上述した課題を解決するために、本発明は、原稿を読み取る画像読取部と、該画像読取
部近傍に設けられた操作部とを備える画像形成装置であって、前記画像読取部への原稿の
出し入れ時の動作を検知する検知手段と、前記検知手段により原稿の出し入れ動作が検知
されると、前記操作部に対する操作の少なくとも一部を無効にする制御手段とを設けたこ
とを特徴とする。
【０００６】
　本発明は、上記の発明において、前記制御手段は、前記操作部に対する操作を前記出し
入れの検知から、予め定められた時間にわたって無効にすることを特徴とする。
【０００７】
　本発明は、上記の発明において、前記操作部に対する操作が無効となっている旨を操作
者に知らせるための報知手段をさらに設けたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　この発明によれば、前記検知手段により原稿の出し入れ動作が検知されると、制御手段
によって、前記操作部の所定の動作を制限する。したがって、プラテンカバーを開けて原
稿を出し入れする際の誤操作、および該誤操作に伴う動作を防止することができるという
利点が得られる。
【０００９】
　また、本発明によれば、前記制御手段によって、前記検知手段により原稿の出し入れ動
作が検知されると、前記操作部に対する操作を無効にする。したがって、プラテンカバー
を開けて原稿を出し入れする際の誤操作、および該誤操作に伴う動作を防止することがで
きるという利点が得られる。
【００１０】
　また、本発明によれば、前記制御手段によって、前記操作部に対する操作を所定の時間
だけ無効にする。したがって、プラテンカバーを開けて原稿を出し入れする際の誤操作、
および該誤操作に伴う動作を防止することができるという利点が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の一実施形態による画像形成装置を図面を参照して説明する。
【００１２】
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Ａ．実施形態の構成
　図１（ａ）は、本実施形態による画像形成装置の外観構成を示す外観図であり、図１（
ｂ）は、同画像形成装置において、原稿を画像読取部に載置する際の様子を示す概念図で
ある。
　画像形成装置１は、上部に原稿７をイメージデータとして光学的に読み取る画像読取部
２を備えている。画像読取部２は、図面に向かって奥側を支点として開閉するプラテンカ
バー３を備えている。該プラテンカバー３は、原稿７を光学的に読み取る際、原稿７を抑
えて固定し、外部光を遮蔽するためにある。また、プラテンカバー３には、複数枚の原稿
を自動的に連続して読み込むためのオートシートフィーダ４が設けられている。
【００１３】
　また、プラテンカバー３の近傍、本体前面には、操作パネル６が設けられている。操作
パネル６は、表示部と各種キーとを備えている。なお、操作パネル６は、タッチパネル式
であってもよい。ユーザは、図１（ｂ）に示すように、プラテンカバー３を開けて、読み
取るべき原稿７を、画像読取部２の原稿台（ガラス台）８の上に載置したり、原稿台８に
載置してあった原稿７を取り出すようになっている。
【００１４】
　また、画像形成装置１の本体には、プラテンカバー３の開閉を検知するためのセンサ９
が配設されている。本実施形態では、センサ９が、プラテンカバー３が開いたことを検知
すると、操作パネル６のキー操作を所定時間、無効とすることで、原稿７の原稿台８への
載置する時、あるいは原稿台８から原稿７を取り出す時における誤操作、および該誤操作
に伴う誤動作を防止するようになっている。
【００１５】
　次に、図２は、本実施形態による画像形成装置１の略構成を示すブロック図である。
　同図において、操作部パネル６は、操作部６－１および表示部６－２より構成されてい
る。操作部６－１は、各種キーからなり、表示部６－２は、例えば液晶表示器などからな
る。センサ９は、機械式、光学、磁気、超音波、電波などを用いたものであり、プラテン
カバー３の回動部の下部、本体側に設けられている。図１（ｂ）では、本体側に設けられ
ているが、これに限らず、プラテンカバー３が開閉されたことを検知できれば、例えば、
プラテンカバー３側に設けてもよい。また、センサ９の形状、数などについても、図面の
ものは一例であり、これに限定されるものでない。
【００１６】
　制御部１０は、当該画像形成装置１の各部を所定のプログラムに従って制御し、原稿７
の読取や、印刷、ＦＡＸなどの機能を実現する。特に、本実施形態では、センサ９によっ
てプラテンカバー３が開いたことが検知されると、操作部６－１のキー操作を所定時間無
効とするキーロック動作を実行するようになっている。また、キーロック動作時に、セン
サ９によってプラテンカバー３が閉じられると、強制的にキーロック動作を解除し、操作
部６－１のキー操作を有効とする。
【００１７】
　メモリ１１は、上記所定のプログラムや、当該画像形成装置１の各種機能に必要とされ
る各種パラメータ、画像読取部２で読み取った画像データなどを格納する。特に、本実施
形態では、メモリ１１は、上記キーロック動作に関するキーロック時間およびキーロック
動作するか否かを示すキー無効フラグの状態を格納している。
【００１８】
Ｂ．実施形態の動作
　次に、上述した実施形態の動作について説明する。ここで、図３および図４は、本実施
形態の動作を説明するためのフローチャートである。
【００１９】
Ｂ－１．キー無効設定処理
　制御部１０は、まず、センサ９によりプラテンカバー３のオープンが検知されたか否か
を判断する（ステップＳ１０）。ユーザが、図１（ｂ）に示すように、原稿７を読み取ら
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せるため、または原稿台８から原稿７を取り出すためにプラテンカバー３を開けると、セ
ンサ９が、プラテンカバー３が開いたことを検知するので、メモリ１１の設定テーブルか
らキーロック時間（例えば、３秒）を読み込む（ステップＳ１２）。
【００２０】
　次に、制御部１０は、キーロック時間の計時を開始し（ステップＳ１４）、センサ９に
よりプラテンカバー３のクローズが検知されたか否かを判断する（ステップＳ１６）。こ
れは、ユーザが原稿７を原稿台８に載置した後、または原稿台８から原稿７を取り出した
後、プラテンカバー３を閉じたかどうかを判断している。そして、プラテンカバー３が閉
じられていない場合には、キーロック時間が経過したか否かを判断する（ステップＳ１８
）。
【００２１】
　そして、キーロック時間が経過していない場合には、キー無効フラグをＯＮにし（ステ
ップＳ２０）、ステップＳ１４へ戻り、以下、プラテンカバー３が閉じられるか、キーロ
ック時間が経過するまで上記処理を継続する。すなわち、プラテンカバー３が閉じられず
、かつキーロック時間が経過していない場合には、キー無効フラグがＯＮのままとなる。
【００２２】
　一方、キーロック時間内であっても、プラテンカバー３が閉じられた場合には、原稿７
が原稿台８に載置され、読み込みの準備ができたものと判断し、キー無効フラグをＯＦＦ
にし（ステップＳ２２）、当該処理を終了する。また、プラテンカバー３が閉じられずに
、キーロック時間が経過した場合には、キー無効フラグをＯＦＦにし（ステップＳ２２）
、当該処理を終了する。
【００２３】
Ｂ－２．キースキャン処理
　制御部１０は、割り込み処理等を利用して所定の時間間隔で操作部６－１のキー操作を
監視すべく、図４に示すフローチャートを実行する。制御部１０は、まず、操作部６－１
のキーが押下されたか否かを判断する（ステップＳ３０）。いずれかのキーが押下される
と、キー無効フラグがＯＮであるか否かを判断する（ステップＳ３２）。ユーザがプラテ
ンカバー３を開けた場合以外では、キー無効フラグがＯＦＦであるので、押下されたキー
に応じた処理を実行する（ステップＳ３６）。
【００２４】
　一方、ユーザがプラテンカバー３を開けているときには、キー無効フラグがＯＮである
ので、キー操作を無視し、表示部６－２にキー操作が無効である旨を表示し（ステップＳ
３４）、ステップＳ３０へ戻り、上述した処理を繰り返し実行する。したがって、ユーザ
が原稿７を原稿台８に載置するため、または原稿台８から原稿７を取り出すために、プラ
テンカバー３を開けている場合には、キーロック時間の間、キー無効フラグがＯＮとなっ
ているので、操作部６－１のキー操作は全て無効となる。ゆえに、原稿７の載置時または
取り出し時における誤操作を防止することができ、かつ該誤操作に伴う誤動作を防止する
ことができる。
【００２５】
　また、キーロック時間内にプラテンカバー３が閉じられた場合には、直ちにキー無効フ
ラグがＯＦＦになるので、自動的に操作部６－１のキー操作が有効になり、キーロック時
間が経過するのを待つことなく、直ぐに操作することができる。
【００２６】
　また、プラテンカバー３を閉じられなかった場合でも、キーロック時間経過後は、自動
的に操作部６－１のキー操作が有効になるので、プラテンカバー３を開けたまま操作する
場合であっても適切に対応することができる。さらに、キーロック中である旨を表示部に
表示させるのみならず、音声などによって操作者へ知らせるよう構成しても良い。
【００２７】
　また、上述した制御部１０の処理過程は、プログラムの形式でコンピュータ読み取り可
能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュータが読み出して実行するこ

10

20

30

40

50

(4) JP 3970871 B2 2007.9.5



とによって、上記処理が行われる。ここでコンピュータ読み取り可能な記録媒体とは、磁
気ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、半導体メモリ等をいう。
また、このコンピュータプログラムを通信回線によってコンピュータに配信し、この配信
を受けたコンピュータが当該プログラムを実行するようにしても良い。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本実施形態による画像形成装置の外観構成を示す外観図および原稿を画像読取部
に載置する際の様子を示す概念図である。
【図２】同実施形態における本実施形態による画像形成装置の略構成を示すブロック図で
ある。
【図３】同実施形態における画像形成装置の動作（キー無効設定処理）を説明するための
フローチャートである。
【図４】同実施形態における画像形成装置の動作（キースキャン処理）を説明するための
フローチャートである。
【符号の説明】
【００２９】
　１…画像形成装置
　２…画像読取部
　３…プラテンカバー
　４…オートシートフィーダ
　６…操作パネル
　６－１…操作部
　６－２…表示部
　７…原稿
　８…原稿台
　９…センサ
　１０…制御部
　１１…メモリ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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